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３） 緑化計画 

管理用道路工事によって発生する路肩法面については、国交省「道路工―切土工・斜面

安定工指針」に基づく施工を行うとともに施工後、緑化を行う計画である。緑化方法につ

いては、平成 27 年度に環境省が策定した「自然公園における法面緑化指針」を基に「地域

性種苗利用工」、「表土利用工」、「自然侵入促進工」を現地の状況により、選定するも

のとする。具体的には、切土、盛土の量が少ない道路際などの緩斜面法面については、土

砂流出の危険性が低いことから、「自然侵入促進工」による施工とする。 

湿地や河川に近接する場所や土砂流出の危険性が懸念され、早期緑化が必要であると考

えられる法面については、「表土利用工」もしくは「地域性種苗利用工」による緑化を行

う。 

 

４） 防災計画 

伐採工事に伴い、対象事業実施区域からの雨水流出量が増加するため、各排水路の流末

には、調整池を設置し、流出抑制を行う施設計画とする。 

なお供用時には、調整池が対象事業実施区域外への濁水流出の防止のための沈砂機能を

果たす計画である。 

 

５） 調整池計画 

調整池の諸元は表 1-6-7 に、調整池の位置は図 1-6-6（1-14 頁参照）に示したとおりで

あり、計 3箇所設置する。 

 

表 1-6-7 調整池の諸元(予定) 

調整池名

称 

流域面積 

（ha） 

洪水調節容量 

（㎥） 

堆砂容量 

（㎥） 

掘削延長 

（ｍ） 

最大掘

削深 

（ｍ） 

切土量 

（㎥） 

盛土量 

（㎥） 

Ａ調整池 107.96 62,300 4,700 129.4 13.3 36,000 0 

Ｂ調整池 38.30 23,400 2,100 77.7 11.5 32,300 0 

Ｃ調整池 131.54 71,500 4,000 235 13.5 76,000 0 

 

A、B、C 各調整池が対応する各流域および調整池平面図を図 1-6-9～図 1-6-14 に示し、

各調整池の標準断面図を図 1-6-15 に示す。 

調整池の設計は長野県建設部指導（流域開発に伴う防災調節池等技術基準）、長野県林

務部指導（林地開発許可申請の手引）に基づくものであり、降雨強度式は 50 年確率降雨強

度式を採用し計画している。 

堆砂容量は、工事中４カ月に一度、工事竣工後３年に一度の浚渫を実施することを前提

として、それぞれ必要となる容量を算定している。 

今回示す調整池に関わる設計内容は、今後関係機関の指導により変更の可能性がある。 

また、図 1-6-9～図 1-6-11 において各調整池に流れ込まない無調整区域についても示す

が、この無調整区域は流出量を下流域の流下能力からあらかじめ差し引く形で補正する。

（林地開発許可申請の手引；技術細部基準による） 

ピーク流量を越えた雨水は、オーバーフロー水となって、調節池の堰堤上部にある余水

吐より下流河川に放流される。 

尚、余水吐の構造条件は、200 年確率を満足する断面構造とする。 

また、堰堤直下の水叩き部は、洗掘防止のため布団籠工等を計画する。 
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図 1-6-9 A 調整池流域図 
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図 1-6-10 A 調整池平面図 
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図 1-6-10-1 A 調整池構造図 



1-23-  

図 1-6-10-2 A 調整池縦断図 
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図 1-6-11 B 調整池流域図 
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図 1-6-12 B 調整池平面図 
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図 1-6-12-1 B 調整池構造図 
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図 1-6-12-2 B 調整池縦断図 
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図 1-6-13 C 調整池流域図 
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図 1-6-14 C 調整池平面図 
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  図 1-6-14-1 C 調整池構造図 
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図 1-6-14-2 C 調整池縦断図 
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調整池 標準断面図 
 

 
 

図 1-6-15 調整池標準断面図 
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